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  主   文 

１ 地方税法４３３条１２項後段の規定により弥富市固定資産評価審査委員会がしたもの

とみなされる、別紙物件目録記載１～３の各土地に係る固定資産課税台帳に登録された令

和５年度の価格についての原告Ａの令和５年５月２６日付け審査の申出を却下する旨の決

定を取り消す。 

２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、１０万円を支払え。 

３ 原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は、これを２６分し、その１９を原告Ａの負担し、その余を被告Ｂの負担とす

る。 

 

  事実及び理由 

第１ 請求 

１ 弥富市長が令和５年６月１９日付けで原告Ａに対してした令和５年度固定資産税の課

税地目認定処分に関する裁決を取り消す。 

２ 弥富市長が令和５年８月７日付けで原告Ａに対してした令和５年度固定資産税の課税

地目認定処分に関する裁決を取り消す。 

３ 主文第１項と同旨 

４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、５０万円を支払え。 

第２ 事案の概要（以下において用いる略語は、別紙略語一覧のとおりとする。） 

 本件各土地を所有する原告Ａは、弥富市長が、令和５年度の固定資産評価において、本件

各土地の課税地目を「雑種地」と認定（本件地目認定）し、これを前提として登録価格（本

件各登録価格）を決定したことから、弥富市長に対し、本件地目認定を不服として審査請求

（本件審査請求１）をしたが、これを却下する裁決（本件裁決１）がされ、再び同認定に対

する審査請求（本件審査請求２）をしたが、これを却下する裁決（本件裁決２）がされたこ

とから、弥富市固定資産評価審査委員会に対し、本件各登録価格について審査の申出（本件

審査申出）をしたところ、同申出から３０日以内に審査の決定がされず、地方税法４３３条

１２項後段により同申出を却下する旨の決定（本件審査決定）があったものとみなされた。 

 本件は、原告Ａが、被告Ｂを相手に、本件各裁決及び本件審査決定が違法であるとして、

各取消しを求めるとともに、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各土地に係る令

和５年度固定資産税の各賦課決定（本件各賦課決定）が違法であるとして、被告Ｂに対し、

国賠法１条１項に基づき、５０万円の損害賠償を求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

（１）地方税法の定め 

 別紙関係法令の定めのとおりである。 

（２）固定資産評価基準（令和２年１１月６日総務省告示第３２２号）（評価基準）の定め

（乙２） 
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ア 土地の評価は、土地の地目の別にそれぞれの評価の方法によって行うものとし、土地の

地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異

の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとされている。 

イ 雑種地の評価は、ゴルフ場等用地及び鉄軌道用地を除き、「雑種地の売買実例価額から

評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に

売買実例価額がない場合においては，土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額

に比準してその価額を求める方法によるものとする。」とされている。 

（３）令和３年度評価替え土地評価事務取扱要領（市取扱要領）の定め（乙４） 

 被告Ｂにおいては、評価事務の適正化、合理化を図るため、評価基準を基礎としつつ、当

該評価基準の許容する範囲内で市取扱要領を定め、土地評価事務に当たっては取扱要領に

従うとともに、評価担当者の主観的な判断による評価の開差が発生しないよう留意するこ

とが必要であるとしており、市取扱要領には、次のような定めがある。  

ア 固定資産評価上の地目は、登記地目に関わりなく実地調査によって認定した現況地目

によるものとされ、実地調査に当たっては、当該土地の現況利用状況及び利用目的に重点を

置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して地目認定す

るものとされている（１２０２頁）。 

 また、地目の認定は、不動産登記事務取扱手続準則（乙３）に従うものとされ（１２０３

頁）、雑種地（宅地、田、畑、山林、池沼、牧場、原野及び鉱泉地以外の土地）とすべき土

地の認定事例として、駐車場、太陽光発電施設用地、不毛地、荒地、耕作放棄地、廃棄物の

処理を目的に埋め立てを行っている土地等が挙げられている（１２１１、５１０１頁）。ま

た、農地転用がされた場合の地目認定として、農地が許可（届出）を受けずに勝手に利用変

更された場合の地目の認定は、原則として賦課期日における現況利用によるものとされて

いる（１２１６頁）。 

イ ゴルフ場等用地及び鉄軌道用地を除くその他の雑種地（〔１〕駐車場、〔２〕全く耕作が

されず長期にわたって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土

地、〔３〕鉄塔敷地、変電所敷地、水路敷地、資材置場等、〔４〕植木・鉢植えの花木の販売

を目的として展示又は保管の用に供している土地、〔５〕不毛地、砂地、荒ぶ地、土取場跡

等、〔６〕太陽光施設用地等。以下、特に明記しない限り、「雑種地」とは、当該「その他の

雑種地」を指す。）の評価方法として、評価基準と同様の評価方法（売買実例地比準方式又

は近傍地比準方式）を基本としつつ、被告Ｂにおいては当該雑種地の売買実例価額がないた

め、近傍地比準方式によるものとされ、近傍地は原則として宅地とするものとされている

（５５０１、５５０２頁）。 

ウ そして、市街化調整区域内の雑種地については、下記計算式のとおり、当該雑種地の接

する街路の路線価又は状況類似地区に存する標準宅地の価額等を基礎に、必要に応じて画

地計算法をし、当該雑種地が宅地であったとした場合の価額を求め、これに当該雑種地に係

る宅地転用（利用）の可能性、公法上の諸規制を総合的に勘案して算定した調整区域雑種地
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補正率（本件補正率）を乗じて、当該雑種地の評価額を算出するものとされている。 

［評価額＝類似宅地価額（＝路線価等×画地補正率）×本件補正率（５０％）］ 

 なお、本件補正率については、市街化調整区域に存する雑種地には、駐車場敷地等のよう

に現況が比較的宅地と類似しているものから、土石場跡地等のように原野的なものまで

様々な様相を呈しているところ、当該雑種地は宅地利用できる可能性が低い場合もあるた

め、評価実務上、宅地価額を基礎としつつ適正な減価率を乗ずることが望ましく、〔１〕宅

地利用できる可能性の有無、〔２〕都市計画法、建築基準法等の公法上の諸規制、〔３〕道路

開設に係る費用（無道路地評価の場合、最大０．６０の補正）、〔４〕整地するための造成費

（市街化区域農地の場合、最大７８００円／平方メートル）を総合的に勘案して、５０％と

するのが妥当と判断したものとされている。（５５０２、５５０３頁） 

２ 前提事実（争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実。なお、証拠を摘示

する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。） 

（１）当事者 

 原告Ａは、愛知県弥富市の住民であり、平成２７年８月１１日に相続により本件各土地の

所有権を取得し、以後、本件各土地を所有している（甲２２・９～１４頁、弁論の全趣旨）。 

（２）本件各土地の状況 

ア 本件各土地は、もともと金魚の養魚池として使用されていたものであり（甲１４、１５）、

都市計画法上の市街化調整区域内かつ農振法上の農業振興地域内の農用地（純農地）（本件

各土地の位置関係は甲７、９参照）であり、登記地目は「田」である（甲８、２２、２９）。 

イ 本件各土地の北側道路の標高（東京湾平均海面高を０ｍとした基本水準点に基づく高

さ）は－０．８ｍ、南側道路の標高は－１．２ｍであった（甲２９）。 

（３）本件各土地への本件残土の搬入・堆積等 

ア 原告Ａは、平成２９年８月頃、本件各土地の農地改良の勧誘を受け、「弥富市農業委員

会農地改良届に関する指導要綱」（甲２０）に従い、周囲の低い道路面（南側道路）より３

０ｃｍ低い高さ（標高－１．５ｍ）まで残土を搬入することを了承したが、同年９月２５日

頃以降、亡Ｄによって本件各土地に原告Ａの了承の範囲を超える建設残土が搬入され（甲２

４）、平成３０年６月頃までに、本件各土地上に不法投棄された建設残土（本件残土）は標

高１０ｍの高さに達した（甲１６、２４、２５、５９、６０参照）。また、本件残土には、

大手ゼネコンによって搬入された弥富市役所新庁舎の建設残土約１３０立方メートルも含

まれていた（甲２７、２９、弁論の全趣旨）。 

 被告Ｂも、同月頃までに、原告Ａから平成２９年１１月２４日付け農地改良届出書（甲２

２）が提出されたこと、本件各土地上に本件残土が不法投棄されたこと等を認識していた

（甲２３、２５～２８、弁論の全趣旨）。 

イ 原告Ａは、令和元年、津地方裁判所四日市支部に対し、亡Ｄを被告Ｂとして、本件各土

地に標高－１．５ｍを超えて堆積している本件残土の撤去等を求める訴訟を提起し、同支部

は、令和２年５月１４日、原告Ａの上記請求を認容する判決を言い渡し、その後、同判決は



名古屋地裁令和 5(行ウ)115 

4 

 

確定した（甲２９、弁論の全趣旨）。 

 亡Ｄは、令和３年７月２０日に死亡し（甲３０）、その相続人らについて、同年１１月２

日付けで相続放棄申述が受理されている（甲３１）。 

ウ 原告Ａは、令和２年９月２９日付けで、被告Ｂと大手ゼネコンに対し、本件残土の撤去

等を求める訴訟（名古屋地方裁判所令和２年（ワ）第４０６４号・別件訴訟）を提起したが、

令和４年９月１５日、被告Ｂとの間で、訴えを取り下げること等を内容とする裁判上の和解

（別件和解）が成立した（甲３８、５５）。 

（４）本件各登録価格の決定 

ア 本件各土地の課税地目は、令和４年度までは「田」とされ、平成３０年度から令和４年

度の登録価格は、本件土地１につき２５万０７１２円、本件土地２につき１５万５４８５円、

本件土地３につき２１万８５２６円（合計６２万４７２３円）であった（課税相当額合計８

７４４円）（甲４１～４５、５４、弁論の全趣旨）。 

イ 弥富市長は、地方税法３４９条３項ただし書に基づき、本件各土地について、地目の変

換があり、令和５年度（第３年度）の固定資産税の課税標準について、令和３年度（基準年

度）の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であり、また課税上著

しく均衡を失するとして、課税地目及び登録価格を見直すこととし、令和５年３月３１日付

けで、本件各土地の課税地目を「雑種地」と認定（本件地目認定）をした上、令和５年度（第

３年度）における本件各登録価格を、本件土地１につき２５５９万７４８８円、本件土地２

につき１５８７万４８９０円、本件土地３につき２２３１万１３２４円（合計６３７８万３

７０２円）と決定し、固定資産課税台帳（乙５～７）に登録した。 

 弥富市長は、原告Ａに対し、令和５年４月６日付けの令和５年度固定資産税納税通知書

（甲４６）により、本件各土地に係る令和５年度固定資産税の各賦課決定（本件各賦課決定）

をした（課税相当額合計６０万５９５２円）。 

ウ 本件各登録価格は、本件各土地の課税地目が「雑種地」であることを前提として、市取

扱要領に基づき、本件各土地の接する街路の正面路線価（状況類似地区の標準宅地単価（不

動産鑑定評価による標準価格×０．７）を時点修正したもの）を基礎に、画地計算法により、

本件各土地が宅地であったとした場合の価額を求め、これに本件補正率５０％を乗ずるこ

とによって算定したものである。具体的な計算式は、次のとおりである。 

（ア）本件各土地に係る１平方メートル当たり評点数 

ａ 基本１平方メートル当たり評点数 

正面路線価２５，３００円／平方メートル×奥行価格補正率０．９６＝２４，２８８…〔１〕 

ｂ 加算１平方メートル当たり評点数 

二方路線価２１，９００円／平方メートル×奥行価格補正率０．９６×二方路線影響加算率

０．０２＝４２０（小数点以下切捨て）…〔２〕 

ｃ １平方メートル当たり評点数 

２４，２８８（〔１〕）＋４２０（〔２〕）＝２４，７０８…〔３〕 
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（イ）本件各登録価格 

ａ 本件土地１ ２５５９万７４８８円 

１平方メートル当たり評点数２４，７０８×本件補正率０．５×地積２，０７２平方メート

ル 

ｂ 本件土地２ １５８７万４８９０円 

１平方メートル当たり評点数２４，７０８×本件補正率０．５×地積１，２８５平方メート

ル 

ｃ 本件土地３ ２２３１万１３２４円 

１平方メートル当たり評点数２４，７０８×本件補正率０．５×地積１，８０６平方メート

ル 

（５）本件各裁決及び本件審査決定 

ア 原告Ａは、令和５年４月２８日、弥富市長に対し、本件地目認定を不服として本件審査

請求１をしたところ、同年６月１９日付けで、同審査請求は、本件各登録価格についての不

服をいうものにすぎず、地方税法４３２条３項に反し不適法であるとして、これを却下する

旨の本件裁決１を受けた（甲２）。 

イ 原告Ａは、令和５年６月２２日、弥富市長に対し、再考を求めるため、本件地目認定を

不服として本件審査請求２をしたところ、同年８月７日付けで、上記アと同様の理由により、

これを却下する旨の本件裁決２を受けた（甲４）。 

ウ 原告Ａは、令和５年５月２６日、弥富市固定資産評価審査委員会に対し、本件各登録価

格に関する審査の申出（本件審査申出）をしたところ、同委員会が同日から３０日以内に審

査の決定をしなかったことから、地方税法４３３条１２項後段により、同申出を却下する旨

の決定（本件審査決定）があったものとみなされた。 

（６）本件訴えの提起 

 原告Ａは、令和５年１２月１８日、本件訴えを提起した。 

３ 争点 

（１）本件各裁決の適法性（争点１） 

（２）本件各登録価格の決定の適法性（争点２） 

ア 本件各登録価格の決定は地方税法３４９条３項ただし書に基づくものとして適法か。

（争点２－１） 

イ 本件各登録価格は本件各土地の適正な時価又は評価基準の定める評価方法に従って決

定される価格を上回るといえるか。（争点２－２） 

ウ 本件各登録価格の決定は平等原則・比例原則違反、権利濫用に当たるといえるか。（争

点２－３） 

（３）国賠法に基づく請求の可否（争点３） 

ア 本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定は国賠法１条１項の適用上違

法であるか。（争点３－１） 
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イ 原告Ａの損害の有無及びその額（争点３－２） 

４ 争点に関する当事者の主張 

（１）争点１（本件各裁決の適法性）について 

（被告Ｂの主張） 

 原告Ａは、本件各審査請求の対象を本件地目認定とするが、その不服の内容は、本件各登

録価格についての不服であるから、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出によるべ

きであり、審査請求における不服の理由にはならないから、地方税法４３２条３項に反し不

適法である。 

 したがって、原告Ａの本件各審査請求を却下した本件各裁決は、いずれも適法である。 

（原告Ａの主張） 

 争う。 

 原告Ａは、本件各土地を農地として使用したいという利用目的を有しているし、亡Ｄの不

法投棄により本件残土が堆積し、その原状回復に巨額の費用を要する現況をもって、地目の

変換があったとはいえず、実際、全国の不法投棄の被害農地で、現況主義を適用して課税地

目が変更されたことはない。 

 したがって、弥富市長がした本件地目認定は、現況主義の適用を誤った裁量権の範囲の逸

脱又は濫用であり、違法な決定である。 

（２）争点２－１（本件各登録価格の決定は地方税法３４９条３項ただし書に基づくものと

して適法か。）について 

（被告Ｂの主張） 

 地方税法３４９条３項ただし書による第３年度の評価替えについては、市町村長に裁量

権が与えられている。 

 被告Ｂは、平成２９年１０月頃から本件各土地に本件残土が堆積し、原告Ａから農地改良

届出書等が提出されていたことは把握していたが、原告Ａによる農地改良の完了の見込み

は明らかではないし、別件訴訟で本件残土に関する被告Ｂの法的責任の有無が明確になる

まで、本件各土地の課税地目及び登録価格を見直すことは相当でないと考えていた。しかし、

令和４年９月に別件和解が成立し、本件残土に関する被告Ｂの法的責任がないことが明ら

かになった上、本件各土地の状態が長期にわたり固定化し、農地改良の完了の見込みがない

と判断したため、本件各土地の課税地目及び登録価格を見直すことにした。 

 そして、弥富市長は、評価基準、市取扱要領及び不動産登記事務取扱手続準則を踏まえ、

本件各土地の令和５年１月１日における現況について、土地全体の状況を観察すると、肥培

管理を行って耕作の用に供されているとは認められないから田でも畑でもなく、その他の

いずれの地目にも当たらないから、雑種地への地目の変換があったと判断し、令和５年度

（第３年度）の固定資産税の課税標準について、令和３年度（基準年度）の固定資産税の課

税標準の基礎となった価格によることが不適当であり、課税上著しく均衡を失すると認め、

本件地目認定及び本件各登録価格の決定をした。 
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 したがって、本件各登録価格の決定は、地方税法３４９条３項ただし書の要件を満たして

おり、適法である。 

（原告Ａの主張） 

 本件各土地については、上記（１）のとおり、そもそも地目の変換があったといえないし、

平成３０年６月頃には本件各土地上に本件残土が堆積していたのであるから、少なくとも

基準年度以降に地目の変換があったとはいえない。 

 さらに、本件各土地について、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によ

ることが不適当 

であるというべき事情は存在せず、かつ、弥富市内において、本件各土地のように利用不可

能な土地は存在しないから、他の土地と比較して固定資産税の課税上著しく均衡を失する

というべき事情も存在しない。 

 したがって、本件各登録価格の決定は、地方税法３４９条３項ただし書の要件を満たさず、

違法である。 

（３）争点２－２（本件各登録価格は本件各土地の適正な時価又は評価基準の定める評価方

法に従って決定される価格を上回るといえるか。）について 

（被告Ｂの主張） 

ア 土地の登録価格の決定が違法となるのは、当該登録価格が、〔１〕当該土地に適用され

る評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るときであるか、あるいは、

〔２〕これを上回るものではないが、その評価方法が適正な時価を算定する方法として一般

的合理性を有するものではなく、又はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定す

ることのできない特別の事情が存する場合であって、当該土地の客観的な交換価値として

の適切な時価を上回るときである。 

イ 固定資産税評価は、大量かつ一括評価であって、各筆の土地の状況を個別に判断して評

価を行うことは困難であり、課税事務の観点からも現実的ではないため、被告Ｂは、評価基

準及び市取扱要領を各筆、各画地に当てはめて評価を行っている。 

 弥富市は、濃尾平野の海抜０ｍ地帯が広がっている傾斜地もほとんどない地域にあり、本

件各土地が所在する地域も、地域的な格差も少なく造成費に大きな差が生ずる事象がない

地域であるから、市取扱要領のように、市街化調整区域内の雑種地の評価方法として、一律

に宅地比準として本件補正率を適用することは妥当である。実際に、他の市町村の取扱要領

における市街化調整区域内の雑種地の評価方法と比較しても、市取扱要領は一般的な合理

性を有している。 

 そして、被告Ｂは、上記（２）のとおり、本件各土地の課税地目が雑種地であることを前

提として、評価基準及び市取扱要領の定める評価方法に従って、前提事実（４）ウのとおり、

本件各登録価格を決定しており、これは評価基準の定める評価方法に従って決定される価

格を上回っていない。 

ウ また、本件各土地は、もともと市街化調整区域内かつ農業振興区域内の農用地ではあっ
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たが、農用地以外の利用の余地は開かれているし、本件残土が搬入・堆積したという外的人

為的な減価要因は、原告Ａの事情によるものであり、原因行為者の責任追及を行うなどして

原状回復を図ることも理論的に不可能でなく、評価基準がそのような事情を一切予定して

いないとはいえないし、かえってこれを個別的に評価することは、固定資産税の公平な賦課

徴収の観点からも妥当でない。 

 したがって、本件各土地について、評価基準の定める評価方法によっては適正な時価を適

切に算定することのできない特別の事情があるとはいえず、本件各登録価格は、本件各土地

の適正な時価を上回っていない。 

（原告Ａの主張） 

ア 評価基準は、雑種地の評価について近傍地比準方式を採用しているところ、雑種地は容

易に宅地化できる駐車場のような土地から、土地利用が不可能な崖地や荒ぶ地まで多種多

様であり、宅地化の難易度にも大きな差異があるから、宅地比準に加えて農地比準や山林比

準も併せて採用したり、また、宅地比準を採用するにしても宅地転換の難易度に応じて様々

な比率の減価率を定めるべきであり、現に、多くの地方公共団体では、市取扱要領のような

硬直的な評価方法により著しい不均衡が生ずることを懸念して、近傍地比準方式を採用し

たり、利用方法や宅地化の難度に応じて補正率を細分化したり、造成が必要な土地について

は通常の宅地として利用するために通常必要とされる造成費を控除したりして、不均衡の

是正を図っており、国税庁もそのような評価方法を是認している。 

 これに対し、市取扱要領は、市街化調整区域内の雑種地について近傍の土地の現況や利用

目的を考慮しない宅地比準方式又は路線価方式を採用し、対象土地の具体的な減価要因を

考慮せずに、下記ウのような本件各土地にまで、一律に宅地比準として一律に本件補正率を

適用するという硬直的な評価方法を採用しており、実情に即した適正な時価を適切に算定

することができないから、評価基準を具体化するものとして一般的な合理性を有していな

い。 

イ 評価基準によれば、本件各土地については、農地比準により登録価格を決定すべきであ

り、６４万６０５１円となる。実際、被告Ｂでも全国の不法投棄の被害農地が存在する市町

村でも、本件各土地のような土地については、農地比準を採用している。 

 なお、仮に市取扱要領によるとしても、本件各登録価格の算定に用いた標準宅地は、本件

各土地から約９００ｍも離れている上、市街化された工業地帯と県道を挟んで反対側にあ

り、農業振興地域の除外及び農地法５条の転用許可も不要であり、地盤高も県道と同じレベ

ルで整地されており、本件各土地のように大量の残土を撤去する必要もないから、「状況が

類似する附近の土地」とはいえず、上記標準宅地に比準すべきではない。 

 したがって、本件各登録価格は、評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上

回っている。 

ウ また、本件各土地は、市街化調整区域内かつ農業振興地域内の純農地に囲まれた農用地

でありながら、亡Ｄの本件残土の不法投棄という人為的作為により非農地化されてしまっ
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たものであり、被告Ｂ自身も本件各土地に弥富市役所新庁舎の建設残土を運搬させること

によりこれに関与していた。原告Ａが、本件各土地を宅地や雑種地として使用するには、７

７６６万円の費用をかけて本件各土地を農地に復元した上で（事実上の制約）、農業振興地

域の除外及び農地法５条の転用許可を受けなければならない（法令上の制約）が、原告Ａに

おいて本件残土を撤去することは不可能であるし、農振法１３条２項の要件を全て満たす

などして農業振興地域の除外及び農地法５条の転用許可を受けることも不可能である。 

 しかし、市取扱要領によれば、本件各土地が市街化調整区域内の雑種地であることを前提

とした登録価格は、本件各登録価格の算定に用いた上記イの標準宅地に隣接する雑種地（駐

車場）の登録価格と同じになってしまい、その結果、従前の登録価格の約１０２倍になり、

今後も本件各土地の状態を放置せざるを得ない状況で多額の固定資産税や相続税が賦課さ

れることになる。 

 上記事情に照らせば、本件各土地は、評価基準の想定外の土地であるともいえるから、評

価基準の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事

情があり、かつ、本件各登録価格は、本件各土地の適正な時価を上回っている。 

（４）争点２－３（本件各登録価格の決定は平等原則・比例原則違反、権利濫用に当たると

いえるか。）について 

（原告Ａの主張） 

 上記（２）、（３）の事情に加え、弥富市長が、本件残土に関する責任が原告Ａでなく亡Ｄ

にあることを知りながら、別件訴訟を提起した原告Ａへの意趣返し等のため、本件各土地へ

の過酷課税の意図を隠して、原告Ａに本件各土地について何らの負担も課さない趣旨で別

件和解をした後、本件各土地に現況主義を適用して本件地目認定をし、これを前提として本

件各登録価格を決定したことは、他事考慮に当たるものであり、平等原則・比例原則違反、

権利濫用に当たるものとして違法である。 

（被告Ｂの主張） 

 争う。 

 本件残土の責任が被告Ｂにないことは、別件訴訟の結果から明らかであるし、上記（３）

のとおり、登録価格の決定は、法律に従い公平に行われるべきであり、本件各土地について

のみ別異の取扱いをすればかえって公平を損ねるから、平等原則・比例原則違反、権利濫用

に当たる違法はない。 

（５）争点３－１（本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定は国賠法１条１

項の適用上違法であるか。）について 

（原告Ａの主張） 

 上記（２）～（４）のとおり、弥富市長は、別件訴訟を提起した原告Ａへの意趣返し等の

ため、故意又は過失により、違法な本件各登録価格の決定及び本件各賦課決定をし、原告Ａ

に多額の税負担を余儀なくさせたのであり、国賠法１条１項の適用上違法である。 

（被告Ｂの主張） 
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 上記（２）～（４）のとおり、弥富市長による本件各登録価格の決定及び本件各賦課決定

は適法であり、国賠法１条１項の適用上違法であるとはいえない。 

（６）争点３－２（原告Ａの損害の有無及びその額）について 

（原告Ａの主張） 

 原告Ａは、弥富市長による違法行政からの被害救済を求め、原告Ａ訴訟代理人に対し、本

件審査申出や本件訴訟の提起を依頼したのであり、弥富市長の違法行為と相当因果関係の

ある弁護士費用相当損害額は、５０万円を下らない。 

（被告Ｂの主張） 

 否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件各裁決の適法性）について 

（１）不服申立ての在り方についての法令等の定め 

 地方税法によれば、固定資産税の納税者は、登録価格について不服がある場合は、固定資

産評価審査委員会に審査の申出（以下「審査申出」という。）をすることができ（同法４３

２条１項本文）、固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、登録価格についての

不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができないとされ（同条３

項）、また、固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定（以下「審査決定」と

いう。）に不服がある場合は、その取消しの訴えを提起することができ（同法４３４条１項）、

登録価格についての不服は、審査申出及びその審査決定の取消しの訴えによってのみ争う

ことができるとされている（同条２項）。 

 同法において，このような争訟方法ないし主張の制約についての定めが置かれている趣

旨は、固定資産税の賦課処分が大量かつ回帰的なものであり、また、固定資産の価格の決定

の基礎となる固定資産の評価が専門的・技術的性格を有することに鑑みて、固定資産税の課

税標準である固定資産の価格の決定を固定資産評価員の評価に基づいてするものとした上、

そのようにして決定された登録価格について不服がある場合は、専門的な第三者機関であ

る固定資産評価審査委員会に対する審査申出及びその審査決定の取消しの訴えにおいて争

わなければならないものとすることにより、固定資産の価格の決定の適正、ひいては固定資

産税の賦課の適正を図るものと解される。  

 ところで、評価基準によれば、土地の評価は、土地の地目の別に、評価基準に定める方法

によって行うものとされ、この場合の地目の認定に当たっては、土地の現況及び利用目的に

重点を置くなどして、土地の全体としての状況を観察して認定するものとされている（上記

関係法令等の定め（２）ア）から、固定資産の価格の決定に際しては、地目の認定が行われ

るが、一律の方法で固定資産の価格を決定するという立場を採用している評価基準の定め

る評価方法においては、地目の認定は、土地の種類を類型的に分類して一律の方法で土地の

価格決定を行うための不可欠の判断要素であり、土地の評価及び固定資産税の課税に関す

る問題と土地の地目に関する問題とは密接に関連しているといえる。このような評価基準
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による土地の評価と価格の決定の方法を前提とする限り、地目の認定だけを土地の価格の

決定と切り離して独立に争う必要と利益は通常見当たらず、納税者において市町村長のし

た地目の認定についての不服がある場合も、その不服は、突き詰めれば、その固定資産の価

格の決定についての不服となるのが通例であるから、地目の認定についての不服がある場

合は、これが固定資産の価格の決定についての不服とは異なるために価格決定についての

不服申立てとは別の手続により争わせるのが相当であるような特段の事情がない限り、同

法４３２条１項に規定する登録価格について不服がある場合に該当し、上記の争訟方法な

いし主張の制約を受けることになると解するのが相当である。 

（２）検討 

 そこで検討するに、原告Ａは、本件各土地について地目の変換があったとはいえないにも

かかわらず、課税地目を雑種地と認定したことにより、本件各登録価格が不当に高額になっ

ているとして、本件地目認定の取消しを求める本件各審査請求をし、これを却下した本件各

裁決の取消しを求めている。 

 しかしながら、上記主張は、本件各土地の価格の評価の前提となる地目認定に関する不服

を述べるものにすぎず、突き詰めれば、本件各土地の登録価格についての不服に帰着するも

のであるから、上記（１）のとおり、その不服は、固定資産評価審査委員会に対する審査申

出及びその審査決定の取消しの訴えによってのみ争うことができるものであり、本件地目

認定についてこれとは別の手続により争わせるのが相当であるような特段の事情があると

も認められない。 

 したがって、原告Ａの本件地目認定に対する本件各審査請求はいずれも不適法であるか

ら、これと同旨の理由で本件各審査請求を却下した本件各裁決（前提事実（５）ア、イ）は

いずれも適法である。 

２ 争点２－１（本件各登録価格の決定は地方税法３４９条３項ただし書に基づくものと

して適法か。）について 

（１）地方税法３４９条３項ただし書の「地目の変換」等の意義 

ア 土地の固定資産税の課税標準は、当該土地につき当該年度の価格として固定資産課税

台帳に登録された価格（登録価格）であるところ、このうち、基準年度の賦課期日に所在す

る土地（以下「対象土地」という。）に対して課される基準年度の固定資産税の課税標準と

して登録されるべき価格については、対象土地の基準年度の賦課期日における価格（以下

「基準年度の価格」という。）とされている一方（地方税法３４９条１項）、対象土地に対し

て課される第２年度及び第３年度の固定資産税の課税標準は、原則として、基準年度の価格

（ただし、第３年度については、第２年度において下記の評価替えがされている場合には、

当該評価替え後の価格。以下、基準年度の価格とこの場合における評価替え後の第２年度の

登録価格を併せて「基準年度の価格等」という。）とされており（同条２項本文、３項本文）、

この場合は、固定資産課税台帳に登録されている基準年度の価格等をもって、第２年度又は

第３年度において固定資産課税台帳に登録された価格とみなされる（同法４１１条３項）。 
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 もっとも、第２年度又は第３年度の各賦課期日において、対象土地につき、「地目の変換

…その他これらに類する特別の事情」（以下「特別事情」という。）等があるため、基準年度

の価格等によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると市町村長が認める場合は、当該土地に対して課される第２年度又は第３年

度の固定資産税の課税標準は、対象土地に類似する土地の基準年度の価格等に比準する価

格で固定資産課税台帳に登録されたものとされている（同法３４９条２項ただし書、３項た

だし書。以下、この場合における基準年度の価格等から上記比準価格への登録価格の変更を

「評価替え」という）。 

 また、上記１（１）のとおり、登録価格についての不服は、固定資産評価審査委員会に対

する審査申出及びその審査決定の取消しの訴えによってのみ争うことができるところ（同

法４３４条２項）、基準年度の価格等が据え置かれた場合における第２年度及び第３年度の

登録価格については、対象土地について同法３４９条２項１号に掲げる特別事情があるた

め同項ただし書、３項ただし書等の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる

場合に限り、審査申出をすることができるとされている（同法４３２条１項ただし書）。 

イ 以上のとおり、地方税法は、対象土地の第２年度及び第３年度の固定資産税の課税標準

となる登録価格については、原則として基準年度の価格等を据え置くものとするが、それら

の各賦課期日において特別事情等があるために基準年度の価格等によることが不適当であ

る場合等に限り、例外的に評価替えをすることとし、また、基準年度の価格等が据え置かれ

た場合における第２年度又は第３年度の登録価格についての審査申出についても、対象土

地について特別事情があるため評価替えがされるべきものであることを申し立ててする場

合に限り、これをすることができるとしている。 

 その趣旨は、土地は一般に、その固定資産としての性質上、特別事情が生じたような場合

を除き、短期的にはその価格（適正な時価）が大きく変動することは想定し難いことに着目

し、税負担の安定と課税事務の簡素化を図る観点から、課税標準となる登録価格を最大２年

まで据え置くこととするとともに、このようにして据え置かれた登録価格については、既に

基準年度（第２年度について評価替えがされている場合には、第２年度。）においてこれと

同一の登録価格（基準年度の価格等）について審査申出をする機会が与えられていることを

踏まえ、固定資産税の課税標準となる登録価格を早期に確定させて租税法律関係の安定を

図る観点から、原則として審査申出をすることができないものとしつつ、基準年度の賦課期

日（第２年度について評価替えがされている場合には、第２年度の賦課期日。以下同じ。）

より後に特別事情が生じた場合については、これにより土地の価格が変動し、基準年度の価

格等を据え置く基礎を欠くこととなるため、例外として、市町村長による評価替え及び納税

者による審査申出を認めたものと解される。すなわち、このように事後の特別事情が生じた

場合にまで基準年度の価格等を据え置く取扱いをすることは、固定資産の資産価値に着目

し、その所有という事実に担税力を認めて課す一種の財産税としての固定資産税の性格に

照らして適当ではない上、こうした基準年度の価格等に対する審査申出によっては争うこ
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とのできなかった事由に基づく不服申立てまで許さないとすることは相当でないことから、

このような場合には、第２年度又は第３年度の固定資産税の課税標準となる登録価格につ

いて、例外的に、市町村長において評価替えをすることができるとするとともに、これが本

来されるべき評価替えがされることなく据え置かれた場合であっても納税者において審査

申出をすることができるとしたものと解される。 

ウ 上記ア、イのような固定資産税の課税標準たる登録価格及びこれに対する不服申立て

に係る地方税法の規定及びその趣旨に照らせば、対象土地について、同法３４９条２項ただ

し書及び３項ただし書に規定する第２年度又は第３年度の賦課期日において特別事情があ

る場合とは、基準年度の賦課期日の後、第２年度又は第３年度の賦課期日までの間に特別事

情が生じ、又はこれが顕在化し、そのために基準年度の価格等によることが不適当となった

場合をいうものと解するのが相当である。 

 そして、上記特別事情として挙げられている「地目の変換…その他これらに類する特別の

事情」とは、土地にあっては、その土地の全部又は一部について、用途変更による現況地目

の変更又は浸水、土砂の流入、隆起、陥没、地すべり、埋没等によって当該土地の区画、形

質に著しい変化があった場合等、土地に大幅な価値の増減を招いた原因が土地自体に内在

する場合をいうものと解される。 

（２）検討 

ア そこで、上記（１）の観点から検討するに、前提事実によれば、本件各土地の課税地目

はもともと「田」であったところ（前提事実（４）ア）、平成２９年９月から平成３０年６

月頃までに亡Ｄの不法投棄により本件各土地上に本件残土が標高１０ｍの高さまで堆積し、

その頃には被告Ｂも上記の現況の変更を認識していたところ（前提事実（３）ア）、弥富市

長は、令和元年度（第２年度）、令和２年度（第３年度）及び令和３年度（基準年度）にお

いては、いずれも本件各土地の課税地目及び登録価格（合計６２万４７２３円）を変更せず、

令和４年度（第２年度）も上記登録価格が地方税法３４９条３項本文により据え置かれたが

（前提事実（４）ア）、令和５年度（第３年度）になって上記現況の変更を理由に評価替え

が行われ、本件地目認定及び本件各登録価格（合計６３７８万３７０２円）の決定がされた

（前提事実（４）イ、ウ）と認められる。 

 このように、本件各土地の現況の変更は、基準年度である令和３年度の賦課期日（令和３

年１月１日）の前に生じ、かつ顕在化しており、被告Ｂもそのことを認識していたと認めら

れるから、同年度の賦課期日の後、第２年度又は第３年度の賦課期日までの間に地目の変換

等の特別事情が生じ、又はこれが顕在化し、そのために基準年度の価格によることが不適当

となったものとはいえず、同項ただし書により令和５年度（第３年度）の固定資産税の課税

標準となる登録価格について評価替えをすることができる場合に当たるとは認められない。 

イ これに対し、被告Ｂは、平成２９年１０月頃から本件各土地に本件残土が堆積し、原告

Ａから農地改良届出書等が提出されていたことは把握していたが、原告Ａによる農地改良

の完了の見込みは明らかではなく、別件訴訟で本件残土に関する被告Ｂの法的責任の有無
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が明確になるまで、本件各土地の課税地目及び登録価格を見直すことは相当でないと考え

ていたが、令和４年９月に別件和解が成立し、本件残土に関する被告Ｂの法的責任がないこ

とが明らかになった上、本件各土地の状態が長期にわたり固定化し、農地改良の完了の見込

みがないと判断し、本件各土地の課税地目及び登録価格を見直すことにした旨を主張する。 

 しかしながら、上記アのとおり、本件各土地の現況の変更は、令和３年度（基準年度）の

賦課期日の前である平成３０年６月頃までに生じ、顕在化しており、その外観（甲１６、２

５、５９、６０等）からして、既に農地改良の完了の見込みがないことは明らかであり、被

告Ｂもそのことを認識していたと推認されるから、仮にこれにより本件各土地の地目の変

換があったとみるのであれば、別件訴訟の提起（令和２年９月）よりも前の令和元年度（第

２年度）、令和２年度（第３年度）における評価替えや、令和３年度（基準年度）の登録価

格の決定において考慮できたはずであり、また、別件和解の成立によって本件各土地の現況

に変更が生ずるものではなく、これをもって地目の変換があったとみることも困難である

から、被告Ｂが主張する上記事情をもって、あえて基準年度でない令和５年度（第３年度）

に評価替えを行うことを正当化する特別事情（土地に大幅な価値の増減を招いた原因が土

地自体に内在する場合）があったということはできない。 

ウ 以上によれば、その余の点について検討するまでもなく、本件各登録価格の決定は、地

方税法３４９条３項ただし書の要件を具備するものではないから違法であり、取り消され

るべきである。 

３ 争点２－２（本件各登録価格は本件各土地の適正な時価又は評価基準の定める評価方

法に従って決定される価格を上回るといえるか。）について 

 上記２のとおり、本件審査決定は違法であるが、念のため、争点２－２についても、検討

する。 

（１）判断枠組み 

ア 地方税法は、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を、当該土地の基準

年度に係る賦課期日における価格で固定資産課税台帳に登録されたものとし（同法３４９

条１項）、上記の価格とは「適正な時価」をいうと定めている（同法３４１条５号）ところ、

上記の適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的

な交換価値をいうと解される。したがって、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価

格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、その登録価格の決定は違法

となる（最高裁平成１０年（行ヒ）第４１号同１５年６月２６日第一小法廷判決・民集５７

巻６号７２３頁参照）。 

イ また、地方税法は、固定資産税の課税標準に係る固定資産の評価の基準並びに評価の実

施の方法及び手続を総務大臣の告示に係る評価基準に委ね（同法３８８条１項）、市町村長

は、評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならないと定めている（同法４０

３条１項）。これは、全国一律の統一的な評価基準による評価によって、各市町村全体の評

価の均衡を図り、評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消するために、固定
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資産の価格は評価基準によって決定されることを要するものとする趣旨であると解され

（前掲最高裁平成１５年６月２６日第一小法廷判決参照）、これを受けて全国一律に適用さ

れる評価基準として昭和３８年自治省告示第１５８号が定められ、その後数次の改正が行

われている。これらの同法の規定及びその趣旨等に鑑みれば、固定資産税の課税においてこ

のような全国一律の統一的な評価基準に従って公平な評価を受ける利益は、適正な時価と

の多寡の問題とは別にそれ自体が同法上保護されるべきものということができる。したが

って、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価

格を上回る場合には、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を

上回るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法となるものというべきである。 

ウ そして、地方税法は固定資産税の課税標準に係る適正な時価を算定するための技術的

かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る評価基準に委任したものであること等か

らすると、評価対象の土地に適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定す

る方法として一般的な合理性を有するものであり、かつ、当該土地の基準年度に係る賦課期

日における登録価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には、

その登録価格は、その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特

別の事情の存しない限り、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時

価を上回るものではないと推認するのが相当である（最高裁平成１１年（行ヒ）第１８２号

同１５年７月１８日第二小法廷判決・集民２１０号２８３頁、最高裁平成１８年（行ヒ）第

１７９号同２１年６月５日第二小法廷判決・集民２３１号５７頁参照）。 

エ 以上に鑑みると、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法とな

るのは、当該登録価格が、〔１〕当該土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って

決定される価格を上回るとき（上記イの場合）であるか、あるいは、〔２〕これを上回るも

のではないが、その評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有する

ものではなく、又はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない

特別の事情が存する場合（上記ウの推認が及ばず、又はその推認が覆される場合）であって、

同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るとき（上記アの

場合）である（以上につき、最高裁平成２４年（行ヒ）第７９号同２５年７月１２日第二小

法廷判決・民集６７巻６号１２５５頁参照）。 

オ 以上に述べたところは、各市町村等において、評価基準の内容を具体化する評価要領等

が定められている場合でも異なるところはなく、その評価要領等の内容が、評価基準を具体

化するものとして一般的な合理性を有する場合には、これらの評価要領等の定める評価方

法に従った評価は、評価基準に従ったものとして、その「適正な時価」であると推認するの

が相当である（前掲最高裁平成２１年６月５日第二小法廷判決参照）。 

 ただし、評価要領等が一般的な合理性を有する場合であっても、当該土地の個別事情によ

りその評価方法によっては評価基準の定める評価方法に従って評価したとはいえない特段

の事情が認められるときは、評価基準に従ったものとはいえず、評価要領等に従ってされた
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当該登録価格の決定は違法となるものと解される。 

カ また、以上の理は、第３年度における評価替えを行うべき場合（地方税法３４９条３項

ただし書に該当する場合）の登録価格にも同様に妥当するものである。 

（２）検討 

 まず、上記（１）エの判断枠組み〔１〕について、本件各登録価格が本件各土地に適用さ

れる評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回らないといえるか否かにつ

いて検討する。 

ア（ア）上記関係法令等の定めのとおり、評価基準は、ゴルフ場等用地及び鉄軌道用地を除

く雑種地の評価につき、「雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額

を求める方法（売買実例地比準方式）によるものとする。ただし、市町村内に売買実例価額

がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してそ

の価額を求める方法（近傍地比準方式）によるものとする。」としている（上記関係法令等

の定め（２）イ）。 

 そして、市取扱要領は、上記雑種地には、〔１〕駐車場、〔２〕全く耕作がされず長期にわ

たって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土地、〔３〕鉄塔敷

地、変電所敷地、水路敷地、資材置場等、〔４〕植木・鉢植えの花木の販売を目的として展

示又は保管の用に供している土地、〔５〕不毛地、砂地、荒ぶ地、土取場跡等、〔６〕太陽光

施設用地等の様々なものが存在することを前提とした上、評価基準と同様の評価方法（売買

実例地比準方式又は近傍地比準方式）を基本としつつ、市においては当該雑種地の売買実例

価額がないため、近傍地比準方式を採用し、近傍地は原則として宅地とするものとしている

（上記関係法令等の定め（３）イ）。そのうち、市街化調整区域内の雑種地については、駐

車場敷地等のように現況が比較的宅地と類似しているものから、土石場跡地等のように原

野的なものまで様々な様相を呈しているところ、当該雑種地は宅地利用できる可能性が低

い場合もあるため、評価実務上、宅地価額を基礎としつつ適正な減価率を乗ずることが望ま

しく、〔１〕宅地利用できる可能性の有無、〔２〕都市計画法、建築基準法等の公法上の諸規

制、〔３〕道路開設に係る費用（無道路地評価の場合、最大０．６０の補正）、〔４〕整地す

るための造成費（市街化区域農地の場合、最大７８００円／平方メートル）を総合的に勘案

して、当該雑種地の接する街路の路線価又は状況類似地区に存する標準宅地の価額等を基

礎に必要に応じて画地計算法をし、当該雑種地が宅地であった場合の価額を求め、これに上

記〔１〕～〔４〕の要素を総合的に勘案して算定した本件補正率（５０％）を乗じて、当該

雑種地の評価額を算出するものとしている（上記関係法令等の定め（３）ウ）。 

（イ）このように、評価基準は、雑種地の評価方法について、売買実例価額がない場合にお

いては、近傍地比準方式を採用しており、周辺の土地に比準したり、宅地に比準した上で具

体的な土地の状況等に応じて補正率を設定したりすること等を想定しているものと解され、

証拠（甲３９、４０、６５～６７）によれば、実際に、少なくとも兵庫県淡路市、愛知県の

６自治体（半田市、春日井市、豊川市、新城市、日進市、みよし市）、三重県の５自治体（亀
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山市、鳥羽市、伊賀市、朝日町、多気町）、岐阜県の４自治体（飛騨市、下呂市、輪之内町、

八百津町）、静岡県の５自治体（三島市、富士市、焼津市、御殿場市、裾野市）の取扱要領

は、市街化調整区域の雑種地について、具体的な土地の状況等に応じて、近傍地比準方式を

採用したり、宅地比準方式を採用しつつ様々な補正率を用いたりしていると認められる。 

 他方で、市取扱要領は、雑種地の評価方法について、総論としては、近傍地比準方式を採

用しているが、近傍地は原則として宅地とするものとし、市街化調整区域内の雑種地につい

ては、現況が比較的宅地と類似しているものも原野的なものも含めて、具体的な土地の状況

等を考慮することなく、一律に宅地比準とした上で本件補正率を適用しており、例外的な評

価方法を設定していない。 

イ（ア）そして、前提事実によれば、本件各土地は、都市計画法上の市街化調整区域内かつ

農振法上の農業振興地域内の農用地（純農地）で、登記地目は「田」であり、課税地目も「田」

とされてきたところ（前提事実（２）ア、（４）ア）、弥富市長は、平成２９年９月から平成

３０年６月頃までに亡Ｄの不法投棄により本件各土地上に本件残土が標高１０ｍの高さま

で堆積したという現況の変更（前提事実（３）ア）を受けて，令和５年度（第３年度）に本

件各土地の評価替えを行い、本件地目認定をした上で、市取扱要領の定める市街化調整区域

内の雑種地の評価方法（上記ア）に従い、本件各土地の接する街路の正面路線価を基礎に画

地計算法をし、本件各土地が宅地であったとした場合の価額を求め、これに本件補正率５

０％を乗ずることによって、本件各登録価格を算定した結果、本件各登録価格（合計６３７

８万３７０２円）は、従前の各登録価格（合計６２万４７２３円）の約１０２倍になり、各

課税相当額（合計６０万５９５２円）も、従前の各課税相当額（合計８７４４円）の約６９

倍になった（前提事実（４）ア～ウ）と認められる。 

 また、前提事実に加え、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告Ａは、令和２年５月

に亡Ｄに対して本件各土地上の本件残土の撤去等を命ずる判決を得たが、亡Ｄは令和３年

７月に死亡し、その相続人らは同年１１月に相続放棄をしたため（前提事実（３）イ）、原

告Ａが本件各土地を農地として利用するためには、原告Ａの費用負担で本件各土地から７

７６６万円程度の費用をかけて本件残土を撤去し（甲１７）、本件各土地の周囲の低い道路

面（南側道路）より３０ｃｍ低い高さ（標高－１．５ｍ）の農地に復元しなければならず、

さらに本件各土地を宅地や雑種地として利用するには、農業振興地域の除外（農振法１３条

２項）及び農地法５条の転用許可を受けなければならない（前提事実（２）イ、（３）ア、

甲１８～２０、弁論の全趣旨）と認められる。  

（イ）このように、本件各土地は、市街化調整区域内かつ農業振興地域内の農用地であるが、

第三者の不法投棄によって本件残土が標高１０ｍの高さまで堆積しており、原告Ａにおい

て本件残土を撤去した上で農地又はそれ以外の土地として利用することが事実上不可能又

は著しく困難な土地であり、その客観的な交換価値としての適正な時価は、従前よりも低下

していることは明らかである。それにもかかわらず、市取扱要領の定める市街化調整区域内

の雑種地の評価方法を前提とすると、本件各登録価格は、その算定において標準宅地として
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用いられた本件各土地から約９００ｍの距離の場所に存在する宅地に隣接する駐車場とし

て使用されている各雑種地（甲７、９、１０、１２、１３、５８）と同様の評価となり、従

前の各登録価格の約１０２倍という不当に高額なものになる。 

 そうすると、仮に本件各土地のような現況にある土地についてまで、例外なく市取扱要領

の定める市街化調整区域内の雑種地の評価方法が一律に適用されると解するのであれば、

評価基準を具体化するものとして一般的な合理性を有するとはいえないし、仮に一般的な

合理性自体は有するとしても、少なくとも本件各土地については、市取扱要領の定める評価

方法によっては評価基準の定める評価方法に従って評価したとはいえない特別の事情があ

るというべきである。 

 そして、本件各土地の評価に当たっては、評価基準の定める近傍地比準方式に従い、その

周辺の土地（農地）に比準する農地比準方式を採用するなどの評価方法を採用すべきであっ

たといえる。実際に、証拠（甲３２～３７、４７～５３、６１～６３）によれば、弥富市に

隣接する岐阜県海津市や三重県桑名市にも、亡Ｄの不法投棄による被害農地が複数存在す

るが、現在まで従前と同様に農地比準方式による評価がされていると認められる。 

（ウ）したがって、本件各登録価格は、評価基準の定める評価方法によって決定される価格

を上回るというべきである。 

ウ これに対し、被告Ｂは、他の市町村の取扱要領における市街化調整区域内の雑種地の評

価方法と比較しても、市取扱要領は一般的な合理性を有している旨を主張し、市取扱要領に

類似した評価方法を定める近隣市町村（愛知県津島市、稲沢市、愛西市、蟹江町及び飛島村）

の各取扱要領（乙８～１２）を提出する。 

 しかしながら、上記イのとおり、仮に本件各土地のような土地についてまで、例外なく市

取扱要領や上記近隣市町村の各取扱要領の定める市街化調整区域内の雑種地の評価方法が

一律に適用されると解するのであれば、それは具体的な土地の状況等に応じて比準地や補

正率を設定すること等を想定している評価基準を具体化したものとはいえず、一般的な合

理性を有するとはいえないし、仮に上記のような濃尾平野の海抜０ｍ地帯に所在する市町

村（甲６８）における雑種地の評価方法としては一般的な合理性は有すると考えたとしても、

少なくとも本件各土地については上記評価方法によっては評価基準の定める評価方法に従

って評価したとはいえない特別の事情があるというべきであるから、上記各取扱要領の存

在は、上記イの判断を左右するものではない。 

エ 以上によれば、仮に本件各土地の課税地目が雑種地であることを前提としても、本件各

登録価格は、評価基準の定める評価方法によって決定される価格を上回るから、その余の点

について検討するまでもなく、本件各登録価格の決定は違法であり、本件審査決定は取り消

されるべきである。 

４ 争点３－１（本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定は国賠法１条１

項の適用上違法であるか。）について 

（１）判断枠組み 
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 市町村長が、地方税法や評価基準等の解釈適用を誤り、過大な登録価格を決定した上、こ

れに基づいて固定資産税の賦課決定をしたとしても、そのことから直ちに国家賠償法１条

１項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、市町村長が上記各決定をする上

において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認め得るような事情がある

場合に限り、国賠法上違法の評価を受けるものと解するのが相当である（最高裁平成元年

（オ）第９３０号、第１０９３号同５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６

３頁、最高裁令和３年（行ヒ）第２８３号同４年９月８日第一小法廷判決・集民２６９号１

頁参照）。 

（２）検討 

 そこで検討するに、上記２、３で認定説示したとおり、弥富市長は、地方税法３４９条３

項ただし書の解釈適用を誤り、その要件を具備していないにもかかわらず、令和５年度（第

３年度）に本件各土地の評価替えをして、本件各登録価格を決定しており、しかも、本件各

土地の具体的な状況やその経緯等を十分に考慮することなく、市取扱要領の定める市街化

調整区域内の雑種地の評価方法を機械的に適用することにより、評価基準の定める評価方

法によって決定される価格を上回る、従前の各登録価格の約１０２倍となる本件各登録価

格を決定し、原告Ａに対して従前の約６９倍の固定資産税を課す本件各賦課決定をしたも

のである。 

 そして、同項ただし書の解釈適用において、基準年度の賦課期日の前に生じた事情を特別

事情として考慮することを認める先例や文献等が存在するとはうかがわれず、また、本件各

土地のような土地について、市取扱要領と同様の評価方法を用いて登録価格を算定した事

例等もうかがわれない。 

 そうすると、弥富市長は、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定をした

ことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認めるのが相当であり、

そのことについて少なくとも過失があったと認められるから、国賠法１条１項の適用上違

法というべきである。 

５ 争点３－２（原告Ａの損害の有無及びその額）について 

 原告Ａにおいて本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各賦課決定を争うには、本

件審査申出及び本件訴訟の他に方法がないところ、その専門的、技術的性格に照らして、専

門家である弁護士の助力を得ることは相当といえ、本件各登録価格の決定により過大に賦

課されることになった税額、その他、本件記録に現れた一切の事情を考慮すると、上記４の

違法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金の額を１０万円と認めるのが相当で

ある。 

 したがって、原告Ａは、被告Ｂに対し、国賠法１条１項に基づき、１０万円の支払を求め

ることができる。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告Ａの請求は、主文第１項及び第２項の限度で理由があるから認容し、
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その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

  

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 剱持亮 
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